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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 

　平成23年６月24日提出の有価証券報告書の記載事項のうち、訂正すべき事項がありましたので、これを訂正す

るため、本有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項及び訂正箇所】

 

　　　罫の部分は訂正箇所を示します。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
４【手数料等及び税金】

（３）【管理報酬等】

　　 d．一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料

 

 

 

 

<訂正前>

(前略)

 

(ⅴ)また、本投資法人は、第１回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約

に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。

(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付

(ロ)投資法人債原簿の作成

(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務

(ニ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付

(ホ)買入消却にかかる事務

(ヘ)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ

(ト)その他協議のうえ必要と認められる事務

 

前記事務委託の対価として下記「投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された

業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払いま

す。

第１回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表

財務及び発行・支払代理に関する業務手数料 金2,850,000円(注１)

(注１)投資法人債発行時に支払済です。

(注２)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の75及び

元金支払時に支払元金の10,000分の75を第１回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を

経由して、口座管理機関に支払います。

 

(後略)
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<訂正後>

 

(前略)

 

(ⅴ)また、本投資法人は、第１回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約

に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。

(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付

(ロ)投資法人債原簿の作成

(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務

(ニ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付

(ホ)買入消却にかかる事務

(ヘ)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ

(ト)その他協議のうえ必要と認められる事務

 

前記事務委託の対価として下記「投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された

業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払いま

す。

第１回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表

財務及び発行・支払代理に関する業務手数料 金2,850,000円(注１)

(注１)投資法人債発行時に支払済です。

(注２)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の0.075及び

元金支払時に支払元金の10,000分の0.075を第１回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を

経由して、口座管理機関に支払います。

 

(後略)
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